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第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①ファンドの目的

上場投資信託証券を通じてアジア各国の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指

して運用を行います。

 

②ファンドの基本的性格

当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。

１．商品分類表

単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉）

単位型投信
 
 

追加型投信

国　　内
 

海　　外
 

内　　外

株　　式
債　　券
不動産投信
その他資産
（　　　　）
資産複合

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

 

２．属性区分表

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
為替
ヘッジ

株式
　一般
　大型株
　中小型株

債券
　一般
　公債
　社債
　その他債券
クレジット属性
（　　　　　　）

不動産投信

その他資産
（投資信託証券（株式））

資産複合
（　　　）
　資産配分固定型
　資産配分変更型

年1回
 
年2回
 
年4回
 
年6回
（隔月）
 
年12回
（毎月）
 
日々
 
その他
（　　）

グローバル
 
日本
 
北米
 
欧州
 
アジア
 
オセアニア
 
中南米
 
アフリカ
 
中近東
（中東）
 
エマージング

ファミリーファンド
 
 
 
 
 
 
 
ファンド・オブ・
ファンズ

 
 
あり
（　　）
 
 
 
 
 
 
 
なし

 
 
 

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

 

＜商品分類の定義＞

○「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも

に運用されるファンド

○「海　外」…目論見書又は投資信託約款（以下、「目論見書等」といいます。）において、組入資産によ

る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
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○「株　式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記

載があるもの

＜属性区分の定義＞

○「その他資産（投資信託証券（株式））」…目論見書等において、投資信託証券（マザーファンド）を

通じて主として株式に投資する旨の記載があるもの

○「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの

○「アジア」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くアジアの資産を源泉とする旨

の記載があるもの

○「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ

・ファンズ

○「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替の

ヘッジを行う旨の記載がないもの

 

※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会
ホームページ（http://www.toushin.or.jp）をご参照ください。
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③ファンドの特色
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④信託金の限度額

・委託会社は受託会社と合意のうえ、1,000億円を限度額として信託金を追加できます。

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

 

（２）【ファンドの沿革】

　　平成23年5月18日信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】

　　　　当ファンドの仕組みは以下のとおりです。

 

 

＜委託会社の概況＞(本書提出日現在)

①名称

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

②本店の所在の場所

東京都中央区京橋三丁目８番１号
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③資本金の額

200百万円

 

④会社の沿革

平成2年12月 全信連投資顧問株式会社として設立

平成3年3月 投資顧問業の登録

平成4年3月 投資一任契約に係る業務の認可

平成10年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更

平成10年12月 証券投資信託委託業の認可

平成19年9月 金融商品取引業者（投資運用業、投資助言・代理業）の登録

 

⑤大株主の状況

名称 住所 所有株式数 比率

信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 4,000株 100.0％

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

①投資対象

親投資信託である「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいま

す。）を主要投資対象とします。

　　②投資態度

1）投資にあたっては、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に基

づき運用を行います。

　a．国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券お

よび投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下「上場投資信託証券」といいま

す。）への投資を通じ、主にアジア各国（日本を除く）の株式に分散投資を行います。

　b．投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては、市場規模、市場動向

並びに成長性、収益性、流動性等を勘案して行います。

2）マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

3）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4）市場動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

1）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める

ものをいいます。）

イ．有価証券

ロ．金銭債権

ハ．約束手形

2）次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②投資の対象とする有価証券の範囲等
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1）委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託者とし、株式会

社しんきん信託銀行を受託者として締結された証券投資信託「しんきんアジアＥＴＦ株式マザー

ファンド」（その受益権を他の証券投資信託の投資信託財産に取得させることを目的とした証券投

資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。）および次の有価証券（金融商品取引法第2条

第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指

図します。

1．短期社債等（社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、

同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）および

コマーシャル・ペーパー

2．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に限ります。）

2）上記1）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの

指図ができます。

1．預金

2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形
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（３）【運用体制】

　　　　当社のファンドの運用体制は以下のとおりです。

 

 

≪投資プロセス≫

①信金中央金庫グループ及び内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密

な調査・分析を行います。

②投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策定し

ます。また、投資運用委員会においては、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラ

インを決定し、併せて個別銘柄についての分析を行い投資対象銘柄を選定します。

 

※ファンドの運用体制等は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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（４）【分配方針】

　　　　毎決算時（原則として毎年5月20日および11月20日の年2回、ただし、決算日が休業日の場合は翌営業日と

します。）に原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の

全額とします。

②分配金額は委託者が基準価額等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を

行わないこともあります。

③留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。

 

（５）【投資制限】

　　　　「しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド」の投資信託約款および法令では、ファンドの運用に関して以下の

とおり一定の制限および限度を定めています。

①委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券（マザーファンドを除きます。）の時価

総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図を行いません。

②外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合

には、制約されることがあります。

③資金の借入れ

1）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産にお

いて一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ（コール市場を通じる場合を

含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな

いものとします。

2）前項の資金借入額は、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による

受取りの確定している資金の額の範囲内および、一部解約金支払日の前営業日において確定した

当該支払日における当該支払資金の不足額の範囲内の額とします。

3）借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10％以内。

4）第1項の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。

5）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

 

＜参考＞マザーファンド（しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド）の概要

 

（１）投資方針

①投資対象

国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券お

よび投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下「上場投資信託証券」といいます。）を

主要投資対象とします。

②投資態度

１）上場投資信託証券への投資を通じ、主にアジア各国（日本を除く）の株式に分散投資を行います。

２）投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては、市場規模、市場動

向並びに成長性、収益性、流動性等を勘案して行います。

３）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

４）市場動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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（２）投資対象

①投資の対象とする資産

1）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める

ものをいいます。）

イ．有価証券

ロ．金銭債権

ハ．約束手形

2）次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②投資の対象とする有価証券の範囲等

1）委託会社は、信託金を、主として国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券（投資信託

または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下

「上場投資信託証券」といいます。）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1．短期社債等（社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、

同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およ

びコマーシャル・ペーパー

2．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に限ります。）

2）1）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用

上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規

定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図が

できます。

1．預金

2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

 

（３）投資制限

①上場投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）第

66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定

社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金

銭信託以外の有価証券への直接投資は行いません。

②上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

③同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％を超えないものとし

ます。

④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

 
（４）その他

「しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド」が「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」（親投資信

託）の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.30％の率を乗じて

得た額が信託財産留保額として控除されます。
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３【投資リスク】

「しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド」（愛称：情熱アジア大陸）は、値動きのある有価証券に投資しま

すので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではあり

ません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

（１）基準価額の変動要因

①価格変動リスク

有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変動

します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。

②流動性リスク

流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することが

できなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準

価額が下落する要因となります。

③信用リスク

有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行

体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなく

なることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となりま

す。

④為替変動リスク

外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基準

価額が下落する要因となります。

⑤カントリーリスク

海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変更等

による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。

特に、新興国へ投資する場合、先進国に比べ厳格ではない開示・会計基準または規制慣習等のため、発

行体や市場に関する投資判断に際して正確な情報を十分に確保できないことがあります。また、先進国

の市場に比べ流動性が低く、市場動向や取引量等の状況によっては、組入有価証券を市場実勢から期待

される価格で売却できない場合があります。

 

※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

 

（２）その他の留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の

適用はありません。

 

（３）リスクの管理体制

投資管理委員会において、ファンドのリスク管理に関する基本的な事項等を審議、決定します。運用

部門から独立した運用リスク管理部門が運用状況のモニタリングを行い、リスクとリターンの計測・

分析を行います。分析結果は、運用部門にフィードバックされ、合理的な投資成果の追求を図ります。

また、コンプライアンス部門が法令遵守の観点から運用状況を監視します。

 

※投資リスクに対する管理体制等は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

①申込手数料は、買付け金額に応じて、買付け価額に3.15%（税抜3.00%）を上限に、販売会社が個別に定

める手数料率を乗じて得た額とします。

（※買付け金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×申込口数」をいいます。）

②収益分配金の再投資に際しては、申込手数料はかかりません。申込手数料は、販売会社にご確認くださ

い。また委託会社においてもご照会いただけます。

③申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等相当額」といいます。）が課されます。

 

＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）

＜コールセンター＞03-5524-8181（土日、休日を除く9:00～17:00）
＜ホームページ＞http://www.skam.co.jp

 

（２）【換金(解約)手数料】

換金(解約)手数料はありませんが、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.3％を乗じて得

た額を換金時に信託財産留保額としてご負担いただきます。

※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資

信託財産に留保される額です。

（３）【信託報酬等】

運用管理費用（信託報酬）の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率

1.1025％(税抜1.05％)を乗じて得た額とします。
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・当ファンドの運用管理費用（信託報酬）の配分は、以下の通りです。

運用管理費用（信託報酬） 純資産総額に対して、年率1.1025％（税抜1.05％）

内　訳 委託会社 販売会社 受託会社

各販売会社毎の純資産総額   

年率0.0525％
（税抜0.05％）

100億円以下の部分に対して年率0.4200％
（税抜0.40％）

年率0.6300％
（税抜0.60％）

100億円超300億円以下の部分
に対して

年率0.3675％
（税抜0.35％）

年率0.6825％
（税抜0.65％）

300億円超500億円以下の部分
に対して

年率0.3150％
（税抜0.30％）

年率0.7350％
（税抜0.70％）

500億円超の部分に対して 年率0.2625％
（税抜0.25％）

年率0.7875％
（税抜0.75％）

・上記の運用管理費用（信託報酬）は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間末または信託終了のとき

に投資信託財産から支払われます。

・当ファンドが投資する上場投資信託（ＥＴＦ）については、市場の需給により価格形成されるため、上場投

資信託（ＥＴＦ）の費用は表示しておりません。

 

（４）【その他の手数料等】

①投資信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場

合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。

②投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、

受益者の負担とし投資信託財産から支払われます。

③ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等相

当額および外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。

 

（５）【課税上の取扱い】

①　個別元本について

１)　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

２)　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う

つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

３)　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本が算出され

ます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等毎に

個別元本の算出が行われる場合があります。

②　収益分配金について

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配

金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。受益者が「元本払戻金（特別

分配金）」を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金（特別分配

金）」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

 

※個別元本および収益分配金の区分については、後記＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞を

ご参照ください。

③　個人、法人別の課税上の取扱いについて

１)　個人の受益者に対する課税
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収益分配金に
対する課税

　収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20％（所得税15％
および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用され
ます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用
はありません。）を選択することもできます。
　ただし、平成25年12月31日までは特例措置として、10％（所得税7％および地
方税3％）の軽減税率による源泉徴収が行われます。

換金時および
償還時

　一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用
（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみ
なされ、20％（所得税15％および地方税5％）の税率により、申告分離課税が
適用されます。
　ただし、平成25年12月31日までは特例措置として、10％（所得税7％および地
方税3％）の軽減税率が適用されます。

損益通算に
ついて

　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の
譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所
得との損益通算も可能となります。
　また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損
との相殺が可能となります。

 

２)　法人の受益者に対する課税

収益分配時
ならびに
換金時および
償還時の差益
に対する課税

　法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配
金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成25年
12月31日までは7％（所得税7％）、平成26年1月1日から15％（所得税15％）
の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありま
せん。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであ
り、特別分配金には課税されません。

◇課税上は株式投資信託として取扱われますが、益金不算入制度及び配当控除の適用はありません。

 

※取得申込者によって、取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内

容が変更になることがあります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞

分配金支払い前の基準価額が１万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価
額が10,000円となったケース。
 

  分配金落ち前
基準価額
12,000円

 

  ↓     

   
←ａ

 ←ｂ
d

分配金落ち後
基準価額
10,000円

 
→
 

  ←ｃ

  
個別元本
10,500円

 
個別元本
12,000円  個別元本

9,000円

  Ａ  Ｂ  Ｃ

 

Ａ)　収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合

分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、ａの部分(2,000円)は普通

分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。

 

Ｂ)　収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合

分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているｃの部分(500円)は「元本払戻金（特別分

配金）」となり、収益分配金(2,000円)からｃ「元本払戻金（特別分配金）」(500円)を差引いた残りの

ｂの部分(1,500円)は普通分配金となります。

収益分配金受取後の個別元本は

収益分配金受取前個別元本(10,500円)－「元本払戻金（特別分配金）」(500円)＝10,000円となりま

す。

 

Ｃ)　収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合

分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、ｄの部分(2,000円)は「元本払戻金

（特別分配金）」となります。

収益分配金受取後の個別元本は

収益分配金受取前個別元本(12,000円)－「元本払戻金（特別分配金）」(2,000円)＝10,000円となり

ます。
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５【運用状況】

 

（１）【投資状況】

 平成23年12月30日現在

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日　　本 490,016,323 99.79

小　　計 490,016,323 99.79

コール・ローン等およびその他の資産（負債控除後） 1,031,916 0.21

合　　計（純資産総額） 491,048,239 100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
 
 
（参考）しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
 平成23年12月30日現在

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 香　港 66,573,815 13.59

投資信託受益証券 韓　国 60,058,814 12.26

投資信託受益証券 シンガポール 59,563,843 12.16

投資信託受益証券 中　国 57,510,850 11.74

投資信託受益証券 インド 56,101,536 11.45

投資信託受益証券 台　湾 55,849,581 11.40

投資信託受益証券 インドネシア 36,898,201 7.53

投資信託受益証券 マレーシア 35,156,049 7.17

投資信託受益証券 タ　イ 25,459,227 5.20

投資信託受益証券 フィリピン 15,176,091 3.10

投資信託受益証券 ベトナム 3,362,400 0.69

小　　計 471,710,407 96.29

コール・ローン等およびその他の資産（負債控除後） 18,278,968 3.71

合　　計（純資産総額） 489,989,375 100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
 
 
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄 平成23年12月30日現在

国／
地域

種類 銘柄
数量
（口数）

簿価単価
（円）

簿価金額
（円）

評価単価
（円）

評価金額
（円）

投資比率
（％）

日本
親投資信託
受益証券

しんきんアジ
アＥＴＦマ
ザーファンド

633,341,5070.7827495,755,4180.7737490,016,32399.79

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
 
 

投資有価証券の種類別投資比率 平成23年12月30日現在

種　類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 99.79

合　計 99.79

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
業種別投資比率
該当事項はありません。

 
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 

 
（参考）「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」
①　投資信託受益証券の主要銘柄

平成23年12月30日現在

国名
地域

銘柄名 通貨
数量
(口)

簿価単価
（円）

簿価金額
（円）

評価単価
（円）

評価金額
（円）

投資
比率
(％)

香港
iShares MSCI Hong Kong
IDX Fund

米ドル 55,5001,202.6366,746,3971,199.5266,573,81513.59

韓国
iShares MSCI South
Korea IDX Fund

米ドル 14,8004,096.1260,622,5844,058.0260,058,81412.26
シンガ
ポール

iShares MSCI
SingaporeIDX Fund

米ドル
70,100885.6262,082,231849.6959,563,84312.16

中国
iShares CSI 300 A-Share
IDX ETF

香港ドル
209,300240.0050,232,000210.5044,057,6508.99

インド iShares MSCI India米ドル 109,200428.1346,752,622394.1443,040,2848.78

台湾
iShares MSCI Taiwan IDX
Fund

米ドル 46,300957.8844,350,125918.1042,508,4658.68
マレー
シア

iShares MSCI Malaysia
IDX Fund

米ドル
33,9001,033.9435,050,6331,037.0535,156,0497.17

インド
ネシア

iShares MSCI Indonesia
IM IDX Fund

米ドル
12,0002,238.9126,866,9442,286.3327,436,0005.60

タイ
iShares MSCI Thailand
IM IDX Fund

米ドル 4,1004,572.6618,747,9334,658.9519,101,7283.90
フィリ
ピン

iShares MSCI
Philippines IM IDX Fund

米ドル
8,3001,828.4415,176,0911,828.4415,176,0913.10

中国
db x-trackers CSI 300
IDX ETF

香港ドル
222,00065.1014,452,20060.6013,453,2002.74

台湾
db x-trackers MSCI
Taiwan TRN IDX ETF

米ドル 10,8001,253.1613,534,2231,235.2813,341,1162.72

インド
db x-trackers MSCI
India TRN IDX ETF

米ドル 23,400609.4814,261,869558.1713,061,2522.66
インド
ネシア

db x-trackers MSCI
Indonesia TRN IDX ETF

米ドル
8,4001,124.129,442,6111,126.459,462,2011.93

タイ
db x-trackers MSCI
Thailand TRN IDX ETF

米ドル 5,3001,175.426,229,7721,199.526,357,4991.30

ベトナム
db x-trackers FTSE
Vietnam ETF

香港ドル
2,4001,587.393,809,7451,401.003,362,4000.69

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
 

投資有価証券の種類別投資比率 平成23年12月30日現在

投資有価証券の種類 投資比率（％）

上場投資信託 96.29

合　計 96.29

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
②　投資不動産物件
該当事項はありません。

 
③　その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

平成23年12月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額

の推移は以下のとおりです。

計算期間
純資産総額

（円）
基準価額

（円）
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第1計算期間末
（平成23年11月21日）

492,638,933
（分配付）

7,789
（分配付）

492,638,933
（分配落）

7,789
（分配落）

平成23年 5月末日 516,769,254 9,852

平成23年 6月末日 541,919,846 9,728

平成23年 7月末日 557,743,167 9,677

平成23年 8月末日 516,295,436 8,563

平成23年 9月末日 470,534,242 7,621

平成23年10月末日 536,836,102 8,560

平成23年11月末日 494,649,812 7,807

平成23年12月末日 491,048,239 7,689

（注）基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位を表示したものです。
 
 
②【分配の推移】

計算期間 1万口当りの収益分配金

第1計算期間末
（平成23年11月21日）

0円

 
 
③【収益率の推移】

計算期間 収益率

第1計算期間末
（平成23年11月21日）

△22.1％

（注）収益率とは計算期間末の基準価額（分配金付きの額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価
額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た額に100を乗じて得た数です。なお、第1計算期間については、直前の計算期間末の基準価額を10,000円
として計算しています。

 

 

（４）【設定及び解約の実績】

計算期間 設定数量(口) 解約数量(口)

第1期（平成23年5月18日から平成23年11月21日まで）634,990,1712,526,286

（注）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
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（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】

１【申込(販売)手続等】

（1）申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結

びます。

（2）販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動け

いぞく投資の申込みを行います。

（3）申込単位は、1万円以上1円単位です。

（4）申込にかかる受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額（ただし、当初申込期間は1口＝

1円）に、3.150％（税抜3.00％）を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料

を加算した額となります。収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期

間終了日の基準価額とします。

（5）各営業日の午後3時までに受付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取扱います。この時刻を

過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。

（6）ニューヨーク、香港もしくはシンガポールの金融商品取引所および銀行が休業日の場合は、受益権の

取得の申込みを受付けません。ただし、収益分配金の再投資にかかる追加信託の申込みに限ってこれ

を受付けるものとします。

（7）委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込

みの受付けを中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付

中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。

（8）取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための

振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記

録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得

申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割

された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定め

る事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知が

あった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、

振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

 

※ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせく

ださい。

＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞03-5524-8181（土日、休日を除く9:00～17:00）
＜ホームページ＞http://www.skam.co.jp

 

２【換金(解約)手続等】

（1）受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することがで

きます。

（2）各営業日の午後3時までに受付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取扱います。この

時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。

（3）受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって一部解約の請求ができます。

（4）受益者が一部解約の請求をするときは、取扱い販売会社に対し受益権をもって行うものとします。た
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だし、ニューヨーク、香港もしくはシンガポールの金融商品取引所および銀行が休業日の場合は、受益

権の一部解約の申込みを受付けません。

（5）委託会社は、一部解約の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

（6）解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額の0.3％を信託財産留保額とし

て控除した価額とします。

（7）換金時の課税に関しては、前記「ファンド情報」の「４　手数料等及び税金　(5)　課税上の取扱い」を

ご覧ください。

（8）一部解約金にかかる収益調整金(注)は、原則として受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計

算されるものとします。

（9）委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の

実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場合に

は、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者

がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止

を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、(6)の規定に

準じて算定した価額とします。

（10）解約代金の支払いは、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目以降から販売会社の営業所

等で支払われます。

（11）受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する

口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払

いにつき、その責に任じません。

 

（注）収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額

と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調

整されるものとします。

 

※ファンドの換金（解約）手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせく

ださい。

＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞03-5524-8181（土日、休日を除く9:00～17:00）
＜ホームページ＞http://www.skam.co.jp

 

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

　①基準価額の計算方法

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。

・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価

して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）

を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

・基準価額（受益権1口当りの純資産総額を1万口単位で表示したもの）は、委託会社および販売会社に

問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。
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＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞03-5524-8181（土日、休日を除く9:00～17:00）
＜ホームページ＞http://www.skam.co.jp

 

②ファンドの主要な投資対象資産の評価方法

○親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で評価しております。

 

※（参考）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

・外国の金融商品取引所上場のＥＴＦは、原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近

の日の最終相場で評価します。

・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産

をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買

相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧

客先物売買相場の仲値によるものとします。

 

（２）【保管】

該当事項はありません。

 

（３）【信託期間】

　　　　信託期間は無期限とします。ただし、後記(5)「その他」の①ファンドの繰上償還条項により信託契約を解

約し、信託を終了させることがあります。

 

（４）【計算期間】

①この信託の計算期間は、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までとするこ

とを原則とします。ただし、第1計算期間は平成23年5月18日から平成23年11月21日までとします。

②各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、

該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の

終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。

 

（５）【その他】

①ファンドの繰上償還条項

1）委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると

き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終

了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に

届け出るものとします。

2）委託会社は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この

場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議

の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記

載した書面決議の通知を発します。

3）前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属する

ときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口
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数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使し

ないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

4）2）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3

分の2以上に当たる多数をもって行います。

5）2）から4）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ

き、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには

適用しません。

6）委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約

を解約し、信託を終了させます。

7）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託

会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務

を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、投資信託約款の変更の書面決議で否決された

場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

8）受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社

は信託契約を解約し、信託を終了させます。

 

②　投資信託約款の変更

1）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会

社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投

資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同

じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監

督官庁に届け出ます。なお、この信託約款に定める以外の方法によって変更することができないものと

します。

2）委託会社は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限りま

す。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この

場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事

項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもって

これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

3）前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属する

ときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口

数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使し

ないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

4）2）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3

分の2以上に当たる多数をもって行います。

5）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

6）2）から5）までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案

につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

には適用しません。

7）前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該

併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他

の投資信託との併合を行うことはできません。
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③反対者の買取請求権

前記①に規定する信託契約の解約または②に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議に

おいて当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益

権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、信託契約の解約または重大な約款の変

更等に規定する書面に付記します。

④販売会社との契約の更改等

委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する

契約書）は、期間満了の１ヵ月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自動的に

１年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随時変更さ

れる場合があります。

⑤運用報告書

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づき、毎年5月および11月の計算期間の

末日および償還日を基準に運用報告書を作成し、投資信託財産にかかる知られたる受益者に、販売会社

を通じて交付します。

⑥公告

委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。

 

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次のとおりです。

（1）収益分配金に対する請求権

①収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において

振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末

日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる

計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または

記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社

が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収

益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資

にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替

口座簿に記載または記録されます。

②販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資にかかる受益権

の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終

了のつど受益者に支払います。

③受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受

託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

 

（2）償還金に対する請求権

①受益者は、ファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。

②償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して4営業日目

まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了

日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定
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された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ

いては原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されてい

る振替機関等に対し委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還にかかる受益権の口数と

同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減

少の記載または記録を行います。

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。

④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託

会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

 

（3）換金（解約）請求権

受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権利

行使の方法等については、上記「第２　管理及び運営」の「２　換金（解約）手続等」をご参照くださ

い。

 

（4）帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる投資信託財産に関する書類の閲覧

または謄写の請求をすることができます。
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第３【ファンドの経理状況】

 

１．　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第

133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２．　当ファンドの第1期計算期間は、信託約款第29条により、平成23年5月18日から平成23年11月21日までと

なっております。

３．　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成23年5月18日から平成23年11

月21日まで）の財務諸表について、あらた監査法人の監査を受けております。
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１【財務諸表】
しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
（1）【貸借対照表】

（単位：円）

当期
(平成23年11月21日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 3,772,966

親投資信託受益証券 491,805,418

未収利息 5

流動資産合計 495,578,389

資産合計 495,578,389

負債の部

流動負債

未払受託者報酬 139,981

未払委託者報酬 2,799,475

流動負債合計 2,939,456

負債合計 2,939,456

純資産の部

元本等

元本 ※1,※3
 632,463,885

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2
 △139,824,952

元本等合計 492,638,933

純資産合計 492,638,933

負債純資産合計 495,578,389
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（2）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

当期
(自　平成23年 5月18日
　至　平成23年11月21日)

営業収益

受取利息 603

有価証券売買等損益 △127,794,582

営業収益合計 △127,793,979

営業費用

受託者報酬 139,981

委託者報酬 2,799,475

営業費用合計 2,939,456

営業利益又は営業損失（△） △130,733,435

経常利益又は経常損失（△） △130,733,435

当期純利益又は当期純損失（△） △130,733,435

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

△500,498

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 35,075

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

35,075

剰余金減少額又は欠損金増加額 9,627,090

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

9,627,090

分配金 ※1
 －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △139,824,952
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（3）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準
及び評価方法

親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で評価しております。
 

 

（貸借対照表に関する注記）

区分
当期

（平成23年11月21日現在）

※1 信託財産に係る
期首元本額、期中
追加設定元本額
及び期中一部解
約元本額

 

期首元本額
516,025,990円

期中追加設定元本額
118,964,181円

期中一部解約元本額
2,526,286円

 

※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は
139,824,952円であります。

※3 計算期間末日に
おける受益権の
総数

632,463,885口

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

当期
（自 平成23年 5月18日
至 平成23年11月21日）

※1 分配金の計算過程
計算期末における経費控除後の配当等収益0円（１万口当たり0円）、収益調整金165,796円
（１万口当たり2.62円）となっておりますが、分配を行っておりません。

 
（金融商品に関する注記）
　1．金融商品の状況に関する事項

区分
当期

（自 平成23年 5月18日
至 平成23年11月21日）

1．金融商品に対す
る取組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資な
らびにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。

2．金融商品の内容
及び当該金融商
品に係るリスク

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、ＥＴＦ（上場投資
信託受益証券及び上場投資証券）など値動きのある有価証券に投資し
ますので、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、
カントリーリスクなどがあります。

3．金融商品に係る
リスク管理体制

 

投資管理委員会において、リスク管理に関する基本的な事項等を審
議、決定します。運用部門から独立した運用リスク管理部門が運用状況
のモニタリングを行い、リスクとリターンの計測・分析を行います。分
析結果は、運用部門にフィードバックされ、合理的な投資成果の追求を
図ります。また、コンプライアンス部門が法令遵守の観点から運用状況
を監視します。

 
　2．金融商品の時価等に関する事項

区分
当期

（平成23年11月21日現在）

1．貸借対照表計上
額、時価およびそ
の差額

貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありま
せん。
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2．時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。

(2)売買目的有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

(3)金銭債権及び金銭債務
貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済

されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。

3．金融商品の時価等
に関する事項につ
いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定にお
いては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることもあります。

 

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券  

 
 

当期
（平成23年11月21日現在）

種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券 △127,284,663円

合計 △127,284,663円

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

当期
（平成23年11月21日現在）

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

当期
（自 平成23年 5月18日
至 平成23年11月21日）

該当事項はありません。

 

（１口当たり情報）

当期
（平成23年11月21日現在）

1口当たり純資産額　　0.7789円

(１万口当たり純資産額　　7,789円)

 
 

（4）【附属明細表】

　第1　有価証券明細表
　　①　株式
　　　該当事項はありません。
 
　　②　株式以外の有価証券

種類 銘柄 券面総額(口) 評価額（円） 備考

親投資信託受益証券
しんきんアジアＥＴＦ
株式マザーファンド 628,103,983491,805,4187,830円

合計  628,103,983491,805,418 

備考欄は、親投資信託受益証券の１万口当たりの基準価額
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　第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
　　　　注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
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（参考情報）
　当ファンドは、「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券です。
　なお、同親投資信託の状況は次のとおりです。
 
「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
 
　財務諸表
　　　　　　　　　　　　しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
（１）　貸借対照表

区分 平成23年11月21日現在

科目
注記
番号

金額（円）

資産の部   

流動資産   

　コール・ローン  15,028,406

　投資信託受益証券  476,784,588

　未収利息  20

流動資産合計  491,813,014

資産合計  491,813,014

負債の部   

流動負債   

流動負債合計  ―

負債合計  ―

純資産の部   

元本等   

　元本 ※1,※3 628,103,983

　剰余金   

　　剰余金又は欠損金（△） ※2 △136,290,969

元本等合計  491,813,014

純資産合計  491,813,014

負債純資産合計  491,813,014
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（２）　注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価
基準及び評価方
法

投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）又は金融商品取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しております。

２．デリバティブ等
の評価基準およ
び評価方法

為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として本報告書の開示対象ファンドの計算
期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表
されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には
発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算して
おります。

３．その他財務諸表
作成のための基
本となる重要な
事項

外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
て記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建
純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した
外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外
貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており
ます。

 
（貸借対照表に関する注記）

区分 平成23年11月21日現在

※1 信託財産に係る
期首元本額、期中
追加設定元本額
及び期中一部解
約元本額

 
 
　　元本の内訳

期首元本額
512,000,000円

期中追加設定元本額
118,504,792円

期中一部解約元本額
2,400,809円

 
しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

628,103,983円
 

合　計　　628,103,983円
 

※2 元本の欠損
 
 

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は
136,290,969円であります。
 

※3 本報告書における
開示対象ファンド
の計算期間末日に
おける受益権の総
数

 
628,103,983口
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（金融商品に関する注記）
1．金融商品の状況に関する事項

区分
自　平成23年 5月18日
至　平成23年11月21日

1．金融商品に対する取組方針
 

当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品
への投資ならびにデリバティブ取引を、信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行っております。

2．金融商品の内容及び当該金融
商品に係るリスク

当ファンドは、ＥＴＦ（上場投資信託受益証券及び上場投
資証券）など値動きのある有価証券に投資しますので、価格
変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カン
トリーリスクなどがあります。

3．金融商品に係るリスク管理体
制

 

投資管理委員会において、リスク管理に関する基本的な事
項等を審議、決定します。運用部門から独立した運用リスク管
理部門が運用状況のモニタリングを行い、リスクとリターン
の計測・分析を行います。分析結果は、運用部門にフィード
バックされ、合理的な投資成果の追求を図ります。また、コン
プライアンス部門が法令遵守の観点から運用状況を監視しま
す。

 
2．金融商品の時価等に関する事項

区分 平成23年11月21日現在

1．貸借対照表計上額、時価および
その差額

貸借対照表計上額は本報告書の開示対象ファンドの計算期
間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。

2．時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該金融商品の帳簿価額を時価としております。

(2)売買目的有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。

(3)金銭債権及び金銭債務
貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短
期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。

3．金融商品の時価等に関する事項
についての補足説明

 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価
格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。

 
（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券  

 
 

平成23年11月21日現在

種類 当期間の損益に含まれた評価差額

投資信託受益証券 △100,186,952円

合計 △100,186,952円

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期
末日までの期間に対応する金額であります。

 
（デリバティブ取引等関係に関する注記）

平成23年11月21日現在

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

自 平成23年 5月18日
至 平成23年11月21日
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該当事項はありません。

 
 
（１口当たり情報）

平成23年11月21日現在

1口当たり純資産額　0.7830円

(1万口当たり純資産額　7,830円)

 
 
(3)　附属明細表
第１　有価証券明細表
 
①　株式
該当事項はありません。
 
②　株式以外の有価証券

種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考

投資信託受益証券 米ドル db x-trackers MSCI India TRN IDX ETF23,400 183,456.00 

投資信託受益証券 米ドル db x-trackers MSCI Indonesia TRN IDX ETF8,400 121,464.00 

投資信託受益証券 米ドル db x-trackers MSCI Taiwan TRN IDX ETF10,800 174,096.00 

投資信託受益証券 米ドル db x-trackers MSCI Thailand TRN IDX ETF5,300 80,136.00 

投資信託受益証券 米ドル iShares MSCI Hong Kong IDX Fund55,500 858,585.00 

投資信託受益証券 米ドル iShares MSCI India 101,600 560,832.00 

投資信託受益証券 米ドル iShares MSCI Indonesia IM IDX Fund12,000 345,600.00 

投資信託受益証券 米ドル iShares MSCI Malaysia IDX Fund33,900 450,870.00 

投資信託受益証券 米ドル iShares MSCI Philippines IM IDX Fund8,300 195,216.00 

投資信託受益証券 米ドル iShares MSCI Singapore IDX Fund68,900 785,460.00 

投資信託受益証券 米ドル iShares MSCI South Korea IDX Fund14,800 779,812.00 

投資信託受益証券 米ドル iShares MSCI Taiwan IDX Fund44,700 552,045.00 

投資信託受益証券 米ドル iShares MSCI Thailand IM IDX Fund4,100 241,162.00 

 
計 銘柄数（13）

391,700
 

5,328,734.00
(409,886,219)

 

投資信託受益証券 香港ドル db x-trackers CSI 300 IDX ETF222,0001,445,220.00 

投資信託受益証券 香港ドル db x-trackers FTSE Vietnam ETF1,900 302,670.00 

投資信託受益証券 香港ドル iShares CSI 300 A-Share IDX ETF209,3005,023,200.00 

 
計 銘柄数（3）

433,200
 

6,771,090.00
(66,898,369)

 

 
合計 銘柄数（16）  

476,784,588 
＜476,784,588＞

 

注１　通貨種類毎の小計欄の（　）内は、邦貨換算額です。
注２　合計欄の＜　＞内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しています。
注３　外貨建有価証券の内訳

通　貨 銘柄数 組入投資信託受益証券時価比率 合計金額に対する比率

米ドル 投資信託受益証券13銘柄 100.0％ 86.0%

香港ドル 投資信託受益証券 3銘柄 100.0％ 14.0%

 
 
第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】

 

【純資産額計算書】（平成23年12月30日現在）

 

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

  

Ⅰ　資産総額 491,626,397円

Ⅱ　負債総額 578,158円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 491,048,239円

Ⅳ　発行済数量 638,663,875口

Ⅴ　1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ） 0.7689円

 

 

（参考）しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド

純資産額計算書  

Ⅰ　資産総額 489,989,375円

Ⅱ　負債総額 ― 円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 489,989,375円

Ⅳ　発行済数量 633,341,507口

Ⅴ　1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.7737円

 

 

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

 

（１）名義書換えの手続き等

該当事項はありません。

 

（２）受益者名簿

該当事項はありません。

 

（３）受益者に対する特典

該当事項はありません。

 

（４）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記

録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受

人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法

の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通

知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて

いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
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いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や

振替停止期間を設けることができます。

 

（５）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する

ことができません。

 

（６）受益権の再分割

委託会社は、受託者と協議のうえ、社振法の定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再

分割できるものとします。

 

（７）償還金

償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に

おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受

益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則

として取得申込者とします。）に支払います。

 

（８）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ

か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】

 

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本の額

200百万円（本書提出日現在）

委託会社が発行する株式総数　16,000株

発行済株式総数　　　　　　　 4,000株

最近5年間における主な資本の額の増減はありません

 

（２）委託会社の機構

　　①会社の意思決定機構

　　　　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、そ

の任期は就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠または増

員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。

　　　　取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行します。

また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役若干名を置くことが

できます。

　　　　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長

は、原則として取締役社長がこれにあたります。

　　　　取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数

をもって決します。

 

　　②投資運用の意思決定機構

ａ　商品企画体制

・商品検討委員会

当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販売環

境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な重要事

項について協議し、委員長がこれを決定します。

ｂ　運用体制

・投資政策委員会

当委員会において、経済環境、資産別市場見通し並びに投資環境等を検討し、基本的な投資方針、投

資戦略について協議し、委員長がこれを決定します。

・投資運用委員会

当委員会は、投資政策委員会において協議、決定された基本的な投資方針等に基づいて、ファンド運

用についての具体的なガイドライン、諸方策を協議、決定します。併せて、個別銘柄についての分析を

行い、投資対象銘柄を選定します。

・投資管理委員会

事務局である資産管理部が、前1ヵ月間の、①各ファンドの運用成績、②ポートフォリオの運用内容

等について考査し、当委員会に報告を行います。またコンプライアンス部が、③法令・諸規則や運用に

関する諸決定事項の遵守状況等について当委員会において報告を行います。

・投資決定プロセス
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ⅰ　信金中央金庫グループ及び内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の

綿密な調査・分析を行います。

ⅱ　投資政策委員会で、これらのファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策

定します。また、毎週開かれる投資運用委員会においては、基本的な投資方針に基づき当面の運用

に当たってのガイドラインを決定します。また、併せて個別銘柄についての分析を行い、投資対象

銘柄を選定します。

ｃ　コンプライアンス体制

当社は、「コンプライアンス規程」にもとづき、取締役会のもとでコンプライアンスに係る問題を

一元管理するため、以下の機関をもって構成するコンプライアンス管理体制を構築しています。

　　　　1）取締役会

　　　　　当社のコンプライアンスに関する基本方針ならびに重要事項について決定します。

　　　　2）コンプライアンス委員会

　　　　　社長を委員長として、原則として月1回開催される他、必要に応じて随時開催し、コンプライアンス上の重

要事項について審議します。

　　　　3）コンプライアンス部

　　　　　コンプライアンスに関する全般を担当し、コンプライアンス第2次審査を行います。

　　　　4）部門長

　　　　　所管業務に関し、コンプライアンス第1次審査を行い、取締役会で決定したコンプライアンスプログラム

を推進します。

　　　　5）コンプライアンス担当者

　　　　　各業務部門に配置され、部門長を補佐して、コンプライアンス第1次審査を行い、コンプライアンスプログ

ラムを推進します。

　　　　6）内部監査部

　　　　　社内検査に関し、企画・立案・実施を担当します。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行い

ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行います。

委託会社の運用する証券投資信託は、平成23年12月30日現在、以下のとおりです。

（親投資信託を除きます。）

(単位：百万円)

種　類 本　数 純資産総額

追加型株式投資信託 44 277,876

合　計 44 277,876

（注）純資産総額は百万円未満を切捨てしています。
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３【委託会社等の経理状況】

 

１．　委託会社であるしんきんアセットマネジメント投信株式会社（以下「委託会社」という）の財務

諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する

内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

 

なお、財務諸表等規則は、平成21年3月24日付内閣府令第5号により改正されておりますが、第20期

事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）については、改正前の財務諸表等規則に基

づいて作成しており、第21期事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）については、改

正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条及び第57

条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基

づいて作成しております。

 

２．　財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

３．　委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期事業年度（平成21年4月1日

から平成22年3月31日まで）及び第21期事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の

財務諸表並びに当中間会計期間（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）にかかる中間財務諸

表について、新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
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１　財務諸表
 
（１）【貸借対照表】

  
前事業年度 当事業年度  

（平成22年3月31日現在） （平成23年3月31日現在）  

科　　目
注記
番号

金　額 金　額

(資産の部）  千円 千円 千円 千円  
 流動資産       
  現金・預金 *2  1,056,998  1,208,900 
  前払費用   15,186  15,428 
  繰延税金資産   33,516  36,259 
  未収委託者報酬   200,296  196,906 
  未収収益 *2  34,194  33,865 
  未収還付法人税等   446  206 
  その他の流動資産   9,550  8,896 

流動資産計   1,350,190  1,500,465 
 固定資産       
  有形固定資産 *1  132,557  124,061 
   建物  101,488  94,882   
   器具備品  31,068  29,178   
  無形固定資産   16,963  13,393 
   ソフトウェア  15,597  11,939   
   電話加入権  959  959   
   その他  406  493   
 投資その他の資産   1,905  2,154 
   長期前払費用  1,905  2,154   

固定資産計   151,426  139,609 
資産合計   1,501,616  1,640,074 
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前事業年度 当事業年度  

（平成22年3月31日現在） （平成23年3月31日現在）  

科　　目
注記
番号

金　額 金　額

(負債の部)  千円 千円 千円 千円  

 流動負債       

  未払金   174,935  171,989 

   未払手数料 *2 149,276  146,374   

   その他未払金  25,658  25,615   

  未払法人税等   2,637  2,566 

  未払消費税   18,767  15,420 

  未払事業所税   1,775  1,710 

  前受収益   2,798  2,790 

  賞与引当金   53,888  53,800 

  その他の流動負債   3,325  2,227 
流動負債計   258,128  250,505 

 固定負債       

  退職給付引当金   44,748  55,781 

  役員退職慰労引当金   17,943  14,250 
固定負債計   62,692  70,031 
負債合計   320,820  320,536 

科　　目
注記
番号

金　額 金　額

(純資産の部)  千円 千円 千円 千円  
 株主資本       
  資本金   200,000  200,000 
  利益剰余金       
   利益準備金   2,000  2,000 
   その他利益剰余金   978,798  1,117,537 
    別途積立金  370,000  370,000   
    繰越利益剰余金  608,795  747,537   

利益剰余金計   980,795  1,119,537 
純資産合計   1,180,795  1,319,537 

負債・純資産合計   1,501,616  1,640,074 
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（２）【損益計算書】

  
前事業年度

自　平成21年4月 1日
至　平成22年3月31日

当事業年度
自　平成22年4月 1日
至　平成23年3月31日

科　　目
注記
番号

金　額 金　額

 営業収益  千円 千円 千円 千円

  委託者報酬   1,854,818  1,896,379

  運用受託報酬 *1  296,297  373,582

営業収益計   2,151,116  2,269,961

 営業費用      

  支払手数料 *1  971,764  991,018

  広告宣伝費   10,983  3,279

  調査費   338,356  325,538

   調査研究費  233,126  220,665  

   委託調査費  105,229  104,873  

  営業雑経費   77,193  62,750

   印刷費  70,837  56,767  

   郵便料  266  226  

   電信電話料  2,691  2,427  

   協会費  3,398  3,328  

営業費用計   1,398,298  1,382,587

 一般管理費      

  給料   483,932  467,863

   役員報酬  29,784  23,492  

   給料・手当  338,906  326,784  

   賞与  49,130  53,052  

   法定福利費  54,543  54,948  

   福利厚生費  3,739  3,265  

   その他給料  7,829  6,320  

  役員退職慰労引当金繰入   4,887  9,406

  交際費   3,248  2,845

  旅費交通費   11,802  9,966

  租税公課   6,589  6,968

  不動産賃借料 *1  76,284  75,935

  賞与引当金繰入   53,888  53,800

  退職給付費用   52,766  50,527

  固定資産減価償却費   23,693  23,032

  諸経費 *1  60,075  51,445

一般管理費計   777,166  751,791

営業利益　又は　営業損失（△）   △24,349  135,582

 営業外収益      

  受取利息 *1  1,822  745

  その他営業外収益   134  74

営業外収益計   1,956  820

 営業外費用      

  雑損失   ―  5

  その他営業外費用   ―  80

営業外費用計   ―  86

 経常利益　又は　経常損失（△）   △22,392  136,316
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前事業年度

自　平成21年4月 1日
至　平成22年3月31日

当事業年度
自　平成22年4月 1日
至　平成23年3月31日

科　　目
注記
番号

金　額 金　額

 特別利益  千円 千円 千円 千円

  賞与引当金戻入  3,672  1,223  

  法人税等還付加算金  3,120  ―  

特別利益計   6,792  1,223

 特別損失      

  事務過誤損失  ―  1,010  

  情報機器中途解約違約金  688  ―  

特別損失計   688  1,010

 
税引前当期純利益
又は税引前当期純損失（△）

 
 △16,288  136,528

 法人税、住民税及び事業税   530  530

 法人税等調整額   123,718  △2,743

 当期純利益又は当期純損失（△）   △140,537  138,742
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（３）【株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

 

前事業年度 当事業年度

自 平成21年4月 1日 自 平成22年4月 1日

至 平成22年3月31日 至 平成23年3月31日

株主資本   

資本金   

前期末残高 200,000 200,000

当期変動額   

当期変動額合計 ― ―

当期末残高 200,000 200,000

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,000 2,000

当期変動額   

当期変動額合計 ― ―

当期末残高 2,000 2,000

その他利益剰余金   

別途積立金  
 
 

前期末残高 370,000 370,000

当期変動額   

当期変動額合計 ― ―

当期末残高 370,000 370,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 749,333 608,795

当期変動額   

当期純利益　又は　当期純損失(△) △140,537 138,742

当期変動額合計 △140,537 138,742

当期末残高 608,795 747,537

利益剰余金合計   

前期末残高 1,121,333 980,795

当期変動額   

当期純利益　又は　当期純損失(△) △140,537 138,742

当期変動額合計 △140,537 138,742

当期末残高 980,795 1,119,537

株主資本合計   

前期末残高 1,321,333 1,180,795

当期変動額   

当期純利益　又は　当期純損失(△) △140,537 138,742

当期変動額合計 △140,537 138,742

当期末残高 1,180,795 1,319,537

純資産合計   

前期末残高 1,321,333 1,180,795

当期変動額   

当期純利益　又は　当期純損失(△) △140,537 138,742

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ― ―

当期変動額合計 △140,537 138,742

当期末残高 1,180,795 1,319,537

 

　　次へ
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(重要な会計方針)

項目
前事業年度

自　平成21年4月 1日
至　平成22年3月31日

当事業年度
自　平成22年4月 1日
至　平成23年3月31日

1.固定資産の減価償却の
方法

 

(1)有形固定資産
定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下のと
おりです。
建　　物 3年 ～ 50年
器具備品 3年 ～ 20年

(1)有形固定資産
同 左

 
 

 (2)無形固定資産
定額法を採用しておりま
す。
なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内にお
ける利用可能期間（５年）
に基づいております。

(2)無形固定資産
同 左

 

2.引当金の計上基準
 

(1)賞与引当金
従業員に対して支給する
賞与の支出に充てるため、支
給見込額に基づき計上して
います。

(1)賞与引当金
同 左

 

 (2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備え
るため、当事業年度末におけ
る退職給付債務を計上して
おります。
なお、退職給付引当金の対
象従業員が300名未満である
ため、簡便法によっており、
退職給付債務の金額は当事
業年度末における自己都合
要支給額としております。

(2)退職給付引当金
同 左

 

 (3)役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労
金の支給に充てるため、「常
勤役員退職慰労金規程」に
基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
 

(3)役員退職慰労引当金
同 左

 

3.その他財務諸表作成の
ための重要な事項

 

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の
会計処理は、税抜方式によっ
ています。
なお、仮払消費税等および
仮受消費税等は相殺のうえ、
未払消費税等として表示し
ております。

同 左
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（会計処理方法の変更）

項目
前事業年度

自　平成21年4月 1日
至　平成22年3月31日

当事業年度
自　平成22年4月 1日
至　平成23年3月31日

資産除去債務に関する会計基準  
 

 
 

当事業年度から「資産除去債
務に関する会計基準」(企業会計
基準第18号　平成20年3月31日)及
び「資産除去債務に関する会計
基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第21号　平成20年3月31
日)を適用しております。
これによる損益に与える影響
はありません。
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注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成22年3月31日現在)

当事業年度
(平成23年3月31日現在)

＊１　有形固定資産の減価償却累計額
 

建 物 12,895千円
器具備品 42,596千円

＊１　有形固定資産の減価償却累計額
 

建 物 19,681千円
器具備品 49,795千円

＊２　関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ
れたもののほか次のものがあります。
 

普通預金 556,737千円
定期預金 500,000千円
未収収益 7,198千円
未払手数料 102,774千円

＊２　関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ
れたもののほか次のものがあります。
 

普通預金 505,528千円
定期預金 500,000千円
未収収益 7,313千円
未払手数料 99,502千円

 

(損益計算書関係)

前事業年度
自　平成21年4月 1日
至　平成22年3月31日

当事業年度
自　平成22年4月 1日
至　平成23年3月31日

＊１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含
まれております。
 

運用受託報酬 196,779千円
受取利息 1,773千円
支払手数料 956,206千円
不動産賃借料 62,884千円
その他の不動産関係費 11,037千円
その他の支払手数料 157千円

＊１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含
まれております。
 

運用受託報酬 278,036千円
受取利息 698千円
支払手数料 972,773千円
不動産賃借料 62,884千円
その他の不動産関係費 10,598千円
その他の支払手数料 9千円
その他の販管費 741千円

 

（株主資本等変動計算書関係）

１． 発行済株式及び総数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 4 ― ― 4

計 4 ― ― 4

 

（リース取引関係）

前事業年度（自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

前事業年度（自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針であり

ます。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託

報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認

識しております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

(単位：千円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金・預金 1,056,998 1,056,998 ―

(2)未収委託者報酬 200,296 200,296 ―

(3)未収収益 34,194 34,194 ―

資産計 1,291,490 1,291,490 ―

(4)未払手数料 149,276 149,276 ―

(5)その他未払金 25,658 25,658 ―

負債計 174,935 174,935 ―

(注1)　金融商品の時価の算定方法

(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未払手数料、(5)その他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2)　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

 貸借対照表計上額 １年以内 １年超

(1)預金 1,056,801 1,056,801 ―

(2)未収委託者報酬 200,296 200,296 ―

(3)未収収益 34,194 34,194 ―

合計 1,291,292 1,291,292 ―

 

・追加情報

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号　平成20年3月10日)及び「金融商品の

時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　平成20年3月10日)を適用しております。
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当事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針であり

ます。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託

報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認

識しております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

(単位：千円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金・預金 1,208,900 1,208,900 ―

(2)未収委託者報酬 196,906 196,906 ―

(3)未収収益 33,865 33,865 ―

資産計 1,439,672 1,439,672 ―

(4)未払手数料 146,374 146,374 ―

(5)その他未払金 25,615 25,615 ―

負債計 171,989 171,989 ―

(注1)　金融商品の時価の算定方法

(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未払手数料、(5)その他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2)　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

 貸借対照表計上額 １年以内 １年超

(1)預金 1,208,738 1,208,738 ―

(2)未収委託者報酬 196,906 196,906 ―

(3)未収収益 33,865 33,865 ―

合計 1,439,511 1,439,511 ―

 

　　次へ
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（有価証券関係）

前事業年度（自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日）

有価証券関係　該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

有価証券関係　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日）

デリバティブ取引関係　該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

デリバティブ取引関係　該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

前事業年度（自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。

 

２．退職給付債務に関する事項

小規模企業等における簡便法を採用し、退職一時金制度については当事業年度末（平成22年3月31日現

在）自己都合要支給額44,748千円を退職給付債務として計上しております。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は５．の通りでありま

す。

 

３．退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

 
当事業年度

（平成22年3月31日現在）

退職給付費用
勤務費用

 
52,766（注）

(注)　勤務費用には、総合設立の厚生年金基金への要拠出額34,950千円を含みます。

 

４．退職給付債務の計算基礎

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、小規模企業等における簡便法を採用し、当期末自己都

合要支給額を退職給付債務として計上しております。厚生年金基金については、総合設立の全国信用金庫厚

生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金原資の額を合理的に計算することができない

ため、当該年金への要拠出額を退職給付費用として、営業経費に計上しております。

 

５．要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項

 

（１）制度全体の積立状況に関する事項(平成21年3月31日現在)

年金資産の額 1,253,450,027千円
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年金財政計算上の給付債務の額 1,662,844,110千円

差引額 △409,394,082千円

  

 

（２）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成21年3月分）

                                                                    0.0530％

（３）補足説明

過去勤務債務残高                                 253,815,111千円

繰越不足金                                       155,578,971千円

本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間19年の元利均等定率償却（予定償却完了日：平成37

年4月1日）であります。

 

当事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。

 

２．退職給付債務に関する事項

小規模企業等における簡便法を採用し、退職一時金制度については当事業年度末（平成23年3月31日現

在）自己都合要支給額55,781千円を退職給付債務として計上しております。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は５．の通りでありま

す。

 

３．退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

 
当事業年度

（平成23年3月31日現在）

退職給付費用
勤務費用

 
50,527（注）

(注)　勤務費用には、総合設立の厚生年金基金への要拠出額32,974千円を含みます。

 

４．退職給付債務の計算基礎

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、小規模企業等における簡便法を採用し、当期末自己都

合要支給額を退職給付債務として計上しております。厚生年金基金については、総合設立の全国信用金庫厚

生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金原資の額を合理的に計算することができない

ため、当該年金への要拠出額を退職給付費用として、営業経費に計上しております。

 

５．要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項

 

（１）制度全体の積立状況に関する事項(平成22年3月31日現在)

年金資産の額 1,352,356,350千円

年金財政計算上の給付債務の額 1,623,781,238千円

差引額 △271,424,888千円
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（２）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成22年3月分）

                                                                    0.0535％

（３）補足説明

過去勤務債務残高                                 271,424,888千円

 

本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間16年10ヶ月の元利均等定率償却であります。
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EDINET提出書類

しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

59/82



（税効果会計関係）

前事業年度
（平成22年3月31日現在）

当事業年度
（平成23年3月31日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳

 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳

 

 千円  千円 

繰延税金資産   繰延税金資産   

 賞与引当金繰入限度超過額 21,927  賞与引当金繰入限度超過額 21,891 

 役員退職慰労引当金 7,301  役員退職慰労引当金 5,798 

 退職給付引当金繰入限度超過額 18,208  退職給付引当金繰入限度超過額 22,697 

 未払事業税 857  未払事業税 828 

 未払事業所税 722  未払事業所税 696 

 税務上の繰越欠損金 110,934  税務上の繰越欠損金 51,590 

 その他 2,884  その他 2,925 

繰延税金資産小計 162,835 繰延税金資産小計 106,428 

 評価性引当額 △129,319  評価性引当額 △70,168 

繰延税金資産合計 33,516 繰延税金資産合計 36,259 

繰延税金資産の純額 33,516 繰延税金資産の純額 36,259 

      

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以
下の項目に含まれております。

  繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以
下の項目に含まれております。

  

 流動資産―繰延税金資産 33,516  流動資産―繰延税金資産 36,259 

 固定資産―繰延税金資産 ―  固定資産―繰延税金資産 ― 

      

      

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳

 

当年度における法定実効税率は40.69％であり、法
定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間の差異の主要な内訳は、当期純損失のため記載
しておりません。

  
法定実効税率 40.69％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項
目

0.63％

住民税均等割 0.39％

評価性引当額の増減 △43.32％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.62％

 

　　前へ　　次へ
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（セグメント情報等）

前事業年度（自　平成21年4月1日　至　平成22年3月31日）

１．セグメント情報

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

１．セグメント情報

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・

サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

①売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと

の営業収益の記載を省略しております。

 

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域

ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 営業収益

信金中央金庫 278,036

なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。

 

・追加情報

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準（企業会計基準第17号　平成21年3月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成

20年3月21日）を適用しております。
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（関連当事者情報）

前事業年度（自　平成21年4月1日 至　平成22年3月31日）

１．関連当事者との取引

 (1)親会社及び法人主要株主等

種類
会社等
の名称

住所
資本金
又は
出資金

事業の
内容

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容

取引内容 取引金額 科目 期末残高役員の
兼務等

事業上の
関係

親会社 信金中央
金庫

東京都
中央区

490,998
百万円

信用金
庫連合
会事業

直接
(被所有)
 100％

兼任
1人

証券投資
信託受益
証券の募
集販売

運用受託
報酬

196,779
千円

未収収益 6,776
千円

投資信託
の代行手
数料

864,257
千円

未払手数
料

90,790
千円

事務所
賃借料

62,884
千円

― ―

出向者
人件費

130,668
千円

― ―

 

(2)兄弟会社等

種類
会社等
の名称

住所
資本金
又は
出資金

事業の
内容

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容

取引内容 取引金額 科目 期末残高役員の
兼務等

事業上の
関係

親会社
の子会
社

しんきん
証券株式
会社

東京都
中央区

20,000
百万円

証券業 ― 兼任
1人

証券投資
信託受益
証券の募
集販売

投資信託
の代行手
数料

91,949
千円
 

未払手数
料
 

11,983
千円
 

（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお

ります。

また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し

ておりません。

 

２．親会社に関する注記

親会社情報

信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
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当事業年度（自　平成22年4月1日 至　平成23年3月31日）

１．関連当事者との取引

(１)親会社及び法人主要株主等

種類
会社等
の名称

住所
資本金
又は
出資金

事業の
内容

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容

取引内容 取引金額 科目 期末残高役員の
兼務等

事業上の
関係

親会社 信金中央
金庫

東京都
中央区

490,998
百万円

信用金
庫連合
会事業

直接
(被所有)
 100％

兼任
2人

証券投資
信託受益
証券の募
集販売

運用受託
報酬

278,036
千円

未収
収益

7,313
千円

投資信託
の代行手
数料

893,256
千円

未払手数
料

88,296
千円

事務所賃
借料

62,884
千円

― ―

出向者人
件費

135,171
千円

― ―

 

(２)兄弟会社等

種類
会社等
の名称

住所
資本金
又は
出資金

事業の
内容

議決権等の
所有(被所
有)割合

関係内容

取引内容 取引金額 科目 期末残高役員の
兼務等

事業上の
関係

親会社
の子会
社

しんきん
証券株式
会社

東京都
中央区

20,000
百万円

証券業 ― なし 証券投資
信託受益
証券の募
集販売

投資信託
の代行手
数料

79,516
千円
 

未払手数
料
 

11,205
千円
 

（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお

ります。

また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し

ておりません。

 

２．親会社に関する注記

親会社情報

信金中央金庫（東京証券取引所に上場）

 

　　前へ　　次へ
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（1株当たり情報）

前事業年度
自　平成21年4月 1日
至　平成22年3月31日

当事業年度
自　平成22年4月 1日
至　平成23年3月31日

 
１株当たりの純資産額 295,198円89銭
１株当たりの当期純損失 35,134円38銭
 
(注)
１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益額に
ついては、潜在株式がないため記載しており
ません。

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎
は、以下のとおりです。

 
当期純損失 140,537千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円
普通株式に係る当期純損失 140,537千円
期中平均株式数 4,000 株

 
１株当たりの純資産額 329,884円47銭
１株当たりの当期純利益 34,685円58銭
 
(注)
１．同左
 
 
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、
以下のとおりです。

 
当期純利益 138,742千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円
普通株式に係る当期純利益 138,742千円
期中平均株式数 4,000 株

 

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。

 

　　前へ　　次へ
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２　中間財務諸表
 
（１）中間貸借対照表

当中間会計期間末
平成23年9月30日

科 目 金 額

 
 

千円 千円

（資産の部）   

流動資産   

現金・預金  1,376,907

前払費用  18,963

未収委託者報酬  209,585

未収収益  25,923

未収還付法人税等  31

繰延税金資産  36,707

その他の流動資産  9,191

流動資産計  1,677,310

固定資産   

有形固定資産    ＊１  119,625

建物 91,509  

器具備品 28,116  

無形固定資産  12,081

ソフトウェア 10,664  

電話加入権 959  

その他 456  

投資その他の資産  2,808

長期前払費用 2,808  

固定資産計  134,515

資産合計  1,811,825
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当中間会計期間末
平成23年9月30日

科　　　目 金　額

 千円 千円

（負債の部）   

流動負債   

未払金  188,369

未払手数料 150,031  

その他未払金 38,337  

未払法人税等  1,796

未払消費税　＊２  8,410

未払事業所税  855

前受収益  133,302

賞与引当金  52,314

その他の流動負債  2,275

流動負債計  387,324

固定負債   

退職給付引当金  60,723

役員退職慰労引当金  187

固定負債計  60,911

負債合計  448,235

（純資産の部）   

株主資本   

資本金  200,000

利益剰余金  1,163,590

利益準備金 2,000  

その他利益剰余金 1,161,590  

別途積立金 370,000  

繰越利益剰余金 791,590  

純資産合計  1,363,590

負債・純資産合計  1,811,825
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（２）中間損益計算書

当中間会計期間
　自　平成23年4月 1日
　至　平成23年9月30日

科　　　　目 金　額

 千円 千円

営業収益   

委託者報酬  951,025

運用受託報酬  158,847

営業収益計  1,109,873

営業費用   

支払手数料  496,057

広告宣伝費  3,208

調査費  162,047

調査費 110,929  

委託調査費 51,118  

営業雑経費  27,305

電信電話料 1,192  

郵便料 98  

印刷費 24,283  

協会費 1,730  

営業費用計  688,619

一般管理費   

給料  207,672

役員報酬 11,949  

給料・手当 161,327  

賞与 779  

法定福利費 29,738  

福利厚生費 1,746  

その他給料 2,130  

賞与引当金繰入  52,314

交際費  1,352

旅費交通費  4,661

租税公課  3,923

不動産賃借料  36,832

退職給付費用  25,171

役員退職慰労金  750

役員退職慰労引当金繰入  187

固定資産減価償却費 ＊１  10,591

諸経費  34,290

一般管理費計  377,747

営業利益  43,506

営業外収益   

受取利息 232  

その他営業外収益 201  

営業外収益計  434

営業外費用   

雑損失 71  

営業外費用計  71

経常利益  43,869
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当中間会計期間
　自　平成23年4月 1日
　至　平成23年9月30日

科　　　　目 金　額

 千円 千円

特別利益   

特別利益計  ‐

特別損失   

特別損失計  ‐

税引前中間純利益  43,869

法人税、住民税及び事業税  265

法人税等調整額  △448

中間純利益  44,052
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（３）中間株主資本等変動計算書
（単位：千円）

 

当中間会計期間

 
自 平成23年4月 1日

 
至 平成23年9月30日

株主資本  

資本金  

当期首残高 200,000

当中間期変動額  

当中間期変動額合計 ―

当中間期末残高 200,000

利益剰余金  

利益準備金  

当期首残高 2,000

当中間期変動額  

当中間期変動額合計 ―

当中間期末残高 2,000

その他利益剰余金  

別途積立金
 
 

当期首残高 370,000

当中間期変動額  

当中間期変動額合計 ―

当中間期末残高 370,000

繰越利益剰余金  

当期首残高 747,537

当中間期変動額  

中間純利益 44,052

当中間期変動額合計 44,052

当中間期末残高 791,590

利益剰余金合計  

当期首残高 1,119,537

当中間期変動額  

中間純利益 44,052

当中間期変動額合計 44,052

当中間期末残高 1,163,590

株主資本合計  

当期首残高 1,319,537

当中間期変動額  

中間純利益 44,052

当中間期変動額合計 44,052

当中間期末残高 1,363,590
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純資産合計  

当期首残高 1,319,537

当中間期変動額  

中間純利益 44,052

株主資本以外の項目の当中間期変動額
(純額)

―

当中間期変動額合計 44,052

当中間期末残高 1,363,590
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重要な会計方針

項　　目
当中間会計期間

　自　平成23年4月 1日
　至　平成23年9月30日

1.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のと
おりです。

建　　物　　3年～50年
器具備品　　3年～20年

 
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお
ける利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しており
ます。
 

2.引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支
給見込額に基づき計上しております。
 
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末に
おける退職給付債務を計上しております。なお、退職給
付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便法
によっており、退職給付債務の金額は当中間会計期間末
における自己都合要支給額としております。
 

(3)役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常
勤役員退職慰労金規程」に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
 

3.その他中間財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっ
ております。
 

 
追加情報
当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及
び誤謬の訂正に関する会計基準（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬
の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月4日）を適用してお
ります。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）

項　　目
当中間会計期間末
平成23年9月30日

＊１　有形固定資産の減価償却累計額 建物 22,934千円

器具備品 47,062千円

＊２　消費税等の取扱い
 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税」として表示しております。
 

 
（中間損益計算書関係）

項　　目
当中間会計期間

　自　平成23年4月 1日
　至　平成23年9月30日

＊１　減価償却実施額 有形固定資産 8,078千円

 無形固定資産 2,512千円

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成23年4月1日　至　平成23年9月30日）

発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(千株) 4 ― ― 4
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　(金融商品関係)
当中間会計期間（自　平成23年4月1日　至　平成23年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
平成23年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
ます。

（単位：千円）

 中間貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金・預金 1,376,9071,376,907 ―

(2)未収委託者報酬 209,585 209,585 ―

(3)未収収益 25,923 25,923 ―

資産計 1,612,4151,612,415 ―

(4)未払手数料 150,031 150,031 ―

(5)その他未払金 38,337 38,337 ―

負債計 188,369 188,369 ―

 
(注) 金融商品の時価の算定方法
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未払手数料、(5)その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
 
（有価証券関係）
当中間会計期間末（平成23年9月30日）
該当事項はありません。
 
（デリバティブ取引関係）
当中間会計期間末（平成23年9月30日）
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
 
（資産除去債務関係）
当中間会計期間末（平成23年9月30日）
該当事項はありません。
 
（セグメント情報等）
当中間会計期間（自　平成23年4月1日　至　平成23年9月30日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
 
（２）地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
 

②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
るため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
 

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 営業収益

信金中央金庫 112,723

なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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（1株当たり情報）

当中間会計期間
自  平成23年4月 1日
至  平成23年9月30日

 
 

１株当たり純資産額 340,897円54銭

１株当たり中間純利益 11,013円06銭

 
潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記
載しておりません。
 

(注)算定上の基礎

１株当たり中間純利益  

中間純利益 44,052千円

普通株主に帰属しない金額 ― 千円

普通株式に係る中間純利益 44,052千円

期中平均株式数 4,000株

 
（重要な後発事象）
当中間会計期間末（平成23年9月30日）
該当事項はありません。
 
 
　　前へ
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４【利害関係人との取引制限】

　　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

止されています。

（1）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投

資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない

ものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しく

は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定

めるものを除きます。）。

（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人

等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接

な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)にお

いて同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該

金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい

います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。

（4）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財

産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

（5）上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資

者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるも

のとして内閣府令で定める行為。

 

５【その他】

　（1）定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。

　（2）訴訟事件その他の重要事項

委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

　１－（1）名称

信金中央金庫(指定登録金融機関)

（2）資本の額（出資の総額）　　　490,998百万円（平成23年3月末現在）

（3）事業の内容

全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需

給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。

 

２－（1）名称

株式会社しんきん信託銀行（受託会社）

（2）資本の額　　　10,000百万円（平成23年3月末現在）

（3）事業の内容

信用金庫を代理店とした特定贈与信託、公益信託の取扱いにより、信用金庫取引先等に信託サービ

スの提供を行うとともに、ファンド・トラスト、有価証券信託、金銭債権信託の取扱いを行います。

 

＜再信託受託会社の概要＞

・名称

資産管理サービス信託銀行株式会社

・資本の額　　　50,000百万円（平成23年3月末現在）

・事業の内容

銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業

務を営んでいます。

 

２【関係業務の概要】

　（1）信金中央金庫における関係業務の概要

委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行います。

（2）株式会社しんきん信託銀行における関係業務の概要

投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金及び償還金の委託者への交付等を行います。

 

３【資本関係】

信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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第３【参考情報】

当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類はありませ

ん。

 

 

 

EDINET提出書類

しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

77/82



 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成２２年６月２２日

 

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

　　取　締　役　会　御　中

 

 

新日本有限責任監査法人

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 水守　理智　印

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 茂木　哲也　印

    

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の平

成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第２０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を

得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成２２年３月３１日現在の財政状

態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上

 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

別途保管しております。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

  

 平成２３年１２月２１日

  

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

　　取　締　役　会　御　中

 あらた監査法人

 
 指定社員

業務執行社員
公認会計士 鶴田　光夫　　印

    

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているしんきんアジアＥＴＦ株式ファンドの平成23年５月18日から平成
23年11月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営
者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、しんきんアジアＥＴＦ株式ファンドの平成23年11月21日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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　　次へ
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成２３年６月２１日

 

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

　　取　締　役　会　御　中

 

 

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 水守　理智　印

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 茂木　哲也　印

    

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の平

成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第２１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を

得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成２３年３月３１日現在の財政状

態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上

 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

別途保管しております。
 

 
 
　　次へ
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独立監査人の中間監査報告書

平成２３年１２月１６日

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

　取　締　役　会　　御　中

 

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業　務　執　行　社　員 公認会計士 水守　理智　印
 
指定有限責任社員
業　務　執　行　社　員 公認会計士 茂木　哲也　印

 
 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成２３年
４月１日から平成２４年３月３１日までの第２２期事業年度の中間会計期間（平成２３年４月１
日から平成２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算
書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部
統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全
体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びそ
の適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討するこ
とが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の平成２３年９月３０日現在
の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２３年４月１日から平成２３年９月３
０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　　上
（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

別途保管しております。
 

　　前へ
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